
令和５年 第６回 当別町教育委員会定例会 議事録 

 

日時 令和５年５月１７日（水） 午後２時００分 

場所 当別町役場３階中会議室 

出席者 三澤教育長、武岡教育長職務代理者、小林委員、寺田委員、佐々木委員 

出席職員 山田教育部長、髙田学校教育課長、川村学校教育課参事、石川社会教育課長、 

大石子ども未来課長 

傍聴者 なし 

 

 

【開会宣言】 

教育長 

 

ただ今、委員全員出席しておりますので、これより令和５年 第６回当別町

教育委員会定例会を開催いたします。 

【傍聴確認】 

教育長 

 

傍聴の方はいらっしゃいますか。 

傍聴がいないということで、それでは早速議事に入りたいと思います。 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては各委員に配付しております日程表により議事に入りた

いと思います。 

【日程第１】 

教育長 

 

報告第１号、臨時代理の報告について「当別町子ども・子育て会議委員の解

職について」事務局より説明願います。 

教育部長 報告第１号 臨時代理の報告について、１頁から２頁になります。 

当別町子ども・子育て会議委員の解職について、委員２名から辞職届があっ

たため、令和５年４月２１日付で臨時代理したのでこれを報告するものです。 

なお、当該委員については関係団体のあて職となっており、各団体の総会で

の役員改選に基づき、当該役員の変更を行ったものです。 

PTA 連合会と夢の国の役員改選により、１号で解職と２号で委嘱、おとぎの

国の役員改選により３号で解職と４号で委嘱となっており、それぞれの総会日

程の違いにより臨時代理した日が異なるものです。 

以上、報告第１号の説明といたします。 

教育長 ただ今の報告について、ご質問ありませんか。 

ないようですので、以上で本件を終了いたします。 

（一同了承） 

【日程第２】 

教育長 

 

つづいて報告第２号、臨時代理の報告について「当別町子ども・子育て会議

委員の委嘱について」事務局より説明願います。 



教育部長 報告第２号 臨時代理の報告について、３頁から４頁となります。 

当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について、委員２名から推薦書の提出

があったため、令和５年４月２２日付で臨時代理したのでこれを報告するもの

です。 

別冊１頁には４月２２日時点の新旧委員名簿を添付しております。 

以上、報告第２号の説明といたします。 

教育長 ただ今の報告について、ご質問ありませんか。 

ないようですので、以上で本件を終了いたします。 

（一同了承） 

【日程第３】 

教育長 

 

つづいて報告第３号、臨時代理の報告について「当別町子ども・子育て会議

委員の解職について」事務局より説明願います。 

教育部長 報告第３号 臨時代理の報告について、５頁から６頁になります。 

第１号で説明しました、当別町子ども・子育て会議委員の解職について、令

和５年５月８日付で臨時代理したので、これを報告するものです。 

以上、報告第３号の説明といたします。 

教育長 ただ今の報告について、ご質問ありませんか。 

ないようですので、以上で本件を終了いたします。 

（一同了承） 

【日程第４】 

教育長 

 

つづいて報告第４号、臨時代理の報告について「当別町子ども・子育て会議

委員の委嘱について」事務局より説明願います。 

教育部長 報告第４号 臨時代理の報告について、７頁から８頁となります。 

当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について、委員１名から推薦書の提出

があったため、令和５年５月９日付で臨時代理したのでこれを報告するもので

す。 

別冊２頁には５月９日現在の新旧委員名簿を添付しております。 

以上、報告第４号の説明といたします。 

教育長 ただ今の報告について、ご質問ありませんか。 

ないようですので、以上で本件を終了いたします。 

（一同了承） 

【日程第５】 

教育長 

 

つづいて報告第５号、臨時代理の報告について「当別町教育支援委員会委員

の委嘱について」事務局より説明願います。 

教育部長 報告第５号 臨時代理の報告について、９頁から１０頁となります。 

当別町教育支援委員会委員の委嘱について、令和５年４月３０日をもって任

期満了となったことから、新たに１０頁にあります１４名に委嘱を行うため、

臨時代理したのでこれを報告するものです。 

なお、任期は令和５年５月１日から令和７年４月３０日であり、別冊３頁に



は新旧委員名簿を添付しております。 

以上、報告第５号の説明といたします。 

教育長 ただ今の報告について、ご質問ありませんか。 

ないようですので、以上で本件を終了いたします。 

（一同了承） 

【閉会宣言】 

教育長 

 

以上で、令和５年 第６回当別町教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後２時１２分 

 

上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 


